
決

2 2総総法審第 578号

ルA欄・ー

疋

異議申立入 森勉外 50名

(別紙異議申立人名簿のとおり)

異議申立入らが平成 22年 12月 1-4日付けで提起した東京におけ

る自然の保護と呂復に関する条例に慕づく開発許可処分に係る異議申

立てについて 次のとお号決定する。

文

本件異議申立てを却下する o

理 由

第 1 異議申立ての趣旨

本件異議申立ての趣旨は、東京都知事(以下「知事 J とい

うo )が、東京における自然の保護と回復に関する条例(以下「条

例 j という o ) 4 7条の規定に基づき、平成 20年 9月 16日付け

で、申立外株式会社明建及び申立外積水ハウス株式会社(以下「申

立外各会社j という o )に対して行った開発許可延分(1 9環自緑

許第 14号。以下 f本件処分j という。)について、その取消しを

求めるというものである。

Tsutomu Mori
長方形



第 2 当庁の判断

1 本件異議申立ての適法性について i 
(1) 行政不服審査法(以下 f法 j という o )に基づく不服申立て

適法になし得るためには、申立入に当該処分について不服申

てをする法律上の利益、すなわち、当該処分によち自己の権

利若しくは法律上保護された利雄を侵害され、又は必然的に侵

されるおそれがあることが必要であると解される O

そして、当該処分の援拠となる法令が、不特定多数者の具体

的利益を専ら一般的公益の中に殺叡解消させるにとどめず、そ

れが帰属する個々人の個別的利誌としてもこれを保護すべきも

のとする趣旨を合むと解される場合には、このような利益も

記の法律上謀議された利益に当たり、当該処分によりこれを侵

され、又は必熱的に侵害されるおそれのある者は、当該処分

について不服申立てを適法になし得るものと解される(忌高裁

判所平成 4年 9月 22日第三小法廷判決・民集 4 6巻 6号 5 7 

1頁、最高裁判所平成 9年 1月 28 S第三小法廷判決・民集 5

1巻 1号 250貰、最高裁判所平成 14年 1月 22日第三小法

廷判決・民集 56巻 1号 46貰参照)

(2) これを本件についてみると、異議申立入ら(以下 f申立入 j

という o )は、申立外各会社に対してなされた本件処分は、条

例 4γ 条並びにこれを受けた条伊j施行規財(以下 f規則 j とい

うo ) 5 2条及び 53条に違反するとして、その取渚しを求め

ているところ、本件処分の名宛人でない申立入が、本件処分の

取消しを求める法律上の利援を有するか密かは、一義的に明確

ではないので、この点について、以下、検討する。

なお、条例 47条並びに規則 52条及び 53条は、それぞれ、

平成 21年東京都条例第 45号及び平成 21年東京都規期第 2
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4号により改正され、改正後の各規定は、平成 21年 10月 1

日から適用されているところ、本件処分は、改正前の各規定

〈男IJ紙参照)に基づきなされたものであるから、判断に当たっ

ては、改正前の各規定を対象とし、以下において引用する当該

各規定は、いずれも改正前のものを指すものとする o

(3) 条例は、他の法令と相まって、市街地等の緑化、自然地の保

護と回復、野生動植物の保護等の施策を推進することにより、

東京における自然の保護と回復を図り、もって広く都民が豊か

な自然の恵みを享受し、快適な生活を営むことができる環境を

確保することを目的として制定されたものであり(1条)、何

人も開発に当たっては、都民の生活を快適にするように心がけ、

損なわれる自然を最小限にとどめ、自然が損なわれた場合は、

その関復を閣らなければならない、と規定している(3条) 0 

このように、条例は、自然環境の保全によって、広く都民全

体が良好な環腐による利益を事受できるようにすることをその

目的とするものであり、 47条に基づく開発許可の制度も、自

紫環境に及ぼす影響の大きい行為については、あらかじめ知事

の許可を必要とすることによって、都民のかけがえのない財産

である自然環境の損傷を最小限にとどめるとともに、失われた

自然の回復を図ることをねらいとしたものであるということが

できる(平成 20年 11月発行 東京都環境局「東京における

自然の保護と間後に関する条例 開発許可の手引 J 1頁参照)

そして、条例 4γ 条に基づく開発許可に当たっては、規則 5

2条に規定された基準に照らして可否の判断がなされるもので

あるが、当該基準に定められた内容は、自然環境保全の観点か

ら配意すべき事項を示した一般的なものであるといえ、その内

容から、個々人の細別的利益まで保護する趣旨を読み取ること

はできないものである o

3 



もっとも、規則 52条 3号は、 「切士 盛士、一時的な士砂

のたい積又は調整池等の排水施設 えん嵯若しくはよう壁等の

設置を行う場合は、それらが適正に行われ、土砂等の崩落、汚

癌水の発生等による被害が生じるおそれのないものであるこ

とJ と規定し、また、同条 4号辻、 f雨水等の地下浸透につい

て十分に配慮されていること j と規定し、開発許可に当たって

は、周辺地域に対する被害の訪止についても配慮、のうえ、事~ I新

すべきものとする趣旨が窺える o しかしながら、これらの規定

についても、近隣の居住者等の生命、身体の安全及び財産等を、

極々人の個別的利益として保護すべきものとする趣旨が読み取

れるほど具捧的な定めとはなっておらず 士砂等の崩落や汚濁

水の発生等による被害、あるいは溢水による被害のおそれのな

い良好な自黙環境の保全という一般的公益の保護を目的とする

ものであるというべきである o

この点、例えば、都市計画法 33条 1項 7号は、 f地盤の沈

下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域

内の土地について、地盤の政良、擁接又は排水施設の設置その

也安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められている

こと j を開発許可の基準とし、開発許可の段階で、安全上必

な措置が講ぜられるように設計が定められていることを許可の

件として規定していること、また、開条 2項は、同条 1破 7

に規定する基準を適用するについて必要な技術的組告を政

で定めることとし、これに基づき、関諒法令(都市計画法施

令、同法施行規則)において具体的かつ詳細な基準が法定され

ていることと比較しでも、条例における開発許可が、周辺地壌

に住む個々人の個別具体的な利益をまで保護する趣旨であるとは

いえないものである G

(4) 以上のとおり、条例の趣皆及び目的、開発許可基準の内容に
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照 らしてみれば、条例 47条及びこれを受けた規則の規定に基

づく開発許可を通して保護される利益とは、豊かな自然の恵み

を し、快適な生活を営むことができる環境を確保するとい

う、都民及び地域住民が共通して持つ抽象的、一般的な利益で

あるというべきであって、これらの規定が、近隣の居住者等の

留別具体的な利益まで保護する趣旨のものであるということは

できない O

したがって、申立人は、本件処分の取消し在求めるにつき法

律上の利議を有するとは認められないものであり、本件異議申

立ては不適法なものとして却下を免れない。

(5) なお、申立入は法 48条により準用される法 25条 1項ただ

し番の規定に基づき、口頭意見陳述の機会付与の申立てをして

いるが、問項ただし書の規定は、異議申立ての適法要件に関す

る審理には適用ないし準用されないと解されている〈福岡高

裁判所昭和 45年 7月 20日判決・行政事件裁事j例集 21巻 7

・8号 1045頁参照)から、不適法である本件異議申立てに

いては、申立入による口頭意見陳述の機会を設ける必要はな

いものといわ Sるを得ない O

2 結論

以上のとおり、本件異議申立ては不適法であるから、法 47 

1項の規定を適用して、主文のとお号決定するお

平成 23年 2月 17 S 

処分庁東京都知 石原慎太郎
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この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して 6か月以内に、東京都を被告として、決定の取消しの訴えを

提起することができます o
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53IJ紙

東京における自然の保護と回復に関する条例(平成 21年東京都条椀第

4 5号による改正前のもの)

〈開発の許可)

第 47条 樹林地、草地、農地、池沼等の自然地を含む千平方メートノレ以上の

規則で定める土地において、第 1号から第 7号までの用に供するため、又は

第 8号若しくは第 9号の行為により、土地の形質を変更する行為を行おうと

する者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない o ただし、都市計

画法第 7粂第 1墳の規定により定められた市街北調整区域、保全地域等の地

域を険く規則で定める地域にあっては、三千平方メ…トル以上とする。

建築物その他の工作物そ新築し、改築し、又は増築すること{次号から第

七号までに該当するものを除く o )。

宅を建築すること。

ゴルフ場、運動場その他これらに類する鹿外運動競技施設を建設するこ

と。

題 遊関地その龍これに類する慮外娯楽撞設を建設すること o

道路〈道路交通法〈昭和 35年法律第 105号〉第 2条第 1項第 1号に規定

する道路をいう o )を建設すること岱

六 駐車場、資材置場又は作業場を建設すること o

七 墓地〈墓地、埋葬等に関する法律〈昭和 23年法律第 4 8号)第 2条第 5号

に規定する墓地をいう。〉を建設すること D

入 鉱物を掘採し、又は士石を接取すること岱

九 土静等(埋立て又は蓋士の用に供する物で、捷棄物の処狸及び漕掃に関す

る法律(昭和 45年法律第 137号〉第 2条第 1項に捜定する廃棄物以外の

ものをいう。〉による埋立て及び盛土(第 1号から前号までに該当するもの

を除く。〉をすること。
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2 知事は、前項の許可の申諸に採る行為が、規期で定める緑地等の基準に遥

合しており、かっ、その申請の手続が規則の規定に違反していないと認める

ときは、再現の許可を行うものとする。

3 (略)

4 

5 

知事は、第 l

度において、

(略)

の許可に当たっては、自然の保

件を付することができる合

と回復のために必要な摂



東京における自然の保護と回彼に関する条例施行規出(平成 21年東京

都規出第 24号による改正前のもの)

〈縁地等の基準〉

5 2条 条例第 4 7条第 2項、第 48条第 2項及び第 4 9条第 2項に規定す

る規則で定める緑地(樹木で覆われた土地又は池沼悲しくは温地等をいう。

以下問じ。〉等の基準は、次に掲げるとおりとする o

一 行為地(条例第 48条第 1項の許可の場合〈条例第 48条第 1項の許可

を受けた者が条例第 49条第 1項の許可を受けようとする場合を含む岳以

下この条において関じ凸)は開発亙域をいう o )及びその周聞の状況から

判断して、土地の利用並びに施設の計画及び工事の施行方法等が、自黙の

楳議と回複につき、十分に配産されたものであること o

地の造成、地表の舗装等土地の形質の変更が必要最小設であり、かっ

地形に順応したものであること。

切土、盛土、一時的な土砂のたい讃又は調盤池等の排水縮設、えん場若

しくはよう壁等の設置を行う場合は、それらが適正に行われ、土砂等の崩

落、汚濁水の発生等による被害が生じるおそれのないものであること。

四 雨水等の地下浸透について十分に配嘉されていること。

五 行為地内に現存する良糾な土壌が確保され、植栽の土壌として利用され

ていることについて十分な記惑がなされていること。

動檀物の金息文は生脊について適正な配慮がなされていること o

七 次に掲げるそれぞれの織地の確保及び緑化が行われていること。

イ 別表第 5の上欄に掲げる対象行為の旺分及び同表の中欄に掲げる面積

の区分に応じ、それぞれ同表の下鶏に掲げる当該区域(条例第 47条第 1

項わ許可(条椀第 47条第 1項の許可を受けた者が、受けようとする条弼

第 49条第 1噴の許可を含む。)にあっては当該行為抽を、条例第 48条

第 1墳の許可(条椀第 48条第 1項の許可を受けた者が、受けようとする



条例第 49条第 1項の許可を合む。)にあっては開発反域をいう合)にお

ける面積以上の面積の緑地を確保すること。この場合において、接選部

の縁化にあっては、別表第 3の上欄に掲げる区分に応じ、同農の下欄に

掲げる数髄を接道部の長さに乗じて得た長さ以上について緑化を行うこ

とo ただし、通行の慣そのf患の事構により接道部の緑化に支撞があると

認、められる場合はこの限りでない。

口 開発行為に伴う建築物等の建築に当たっては、別表第 4の上欄に掲げ

る匹分に応じ、開表の下欄に掲げる面接以上の建築物上の面積について

輯木、芝、草花等の植栽による隷化会有うこと o

(許可申鯖)

第 53条 条例第 4 7条第 1項又は第 48条第 1項に規定する許可合受けよう

とする者〈以下 f串護者j という邑)~土、許可申請書(第 1 4号様式)を知事に

提出しなければならない。

2 前棋の許可申請書には、計画概要書(第 15号様式)その能の密書を添付し

なければならない。

3 串請者は、当該開発行為が公共旗設(都市計暗法第 4条第 14項に定めるも

のをいう邑〉の管理に影響を及ぼすと認められる場合は、第 1項の許可申

に、その公共描設の管理者の開意書を添付しなければならない。

4 行為地の土地の所有者以外の者が申

に、申請者が開発行為を行う権利を

なければならないむ

を行う場合は、第 1項の許可申

る者であることを示す図書を添付し



一一←騒!

上記は謄本である。

平成23年2月17日

東京都知事芯原慎太


